
４（３）高齢者福祉施策関係
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2000年 介護保険施行
2005年 介護保険法の一部改正

１７．３％
(2000)

２０００年代
介護保険制度の実施

1994年 新ゴールドプラン（新・高齢者保健福祉推進十か年戦略）策定
◇在宅介護の充実

１２．０％
(1990)

１９９０年代
ゴールドプランの推進

1973年 老人医療費無料化
７．１％
(1970)

１９７０年代
老人医療費の増大

1996年 連立与党３党政策合意
介護保険制度創設に関する「与党合意事項」

1997年 介護保険法成立

１４．５％
(1995)

介護保険制度の導入準備

1982年 老人保健法の制定
◇老人医療費の一定額負担の導入等

1989年 ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）の策定
◇施設緊急整備と在宅福祉の推進

９．１％
(1980)

１９８０年代
社会的入院や寝たきり
老人の社会的問題化

1963年 老人福祉法制定
◇特別養護老人ホーム創設
◇老人家庭奉仕員（ホームヘルパー）法制化

５．７％
(1960)

１９６０年代
高齢者福祉政策の始まり

主 な 政 策高齢化率年 代

高齢者保健福祉政策の流れ
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○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、
介護ニーズはますます増大。

○ 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を
支えてきた家族をめぐる状況も変化。

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み（介護保険）を創設

○ 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを
超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。

○ 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、
福祉サービスを総合的に受けられる制度

○ 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

介護保険導入の経緯・意義
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改正法の全面施行

第１号保険料の見直し、介護報酬改定（４月施行分）
4月2006年（平成18年）

第3期

介護保険法等の一部を改正する法律成立

施設給付の見直し

6月

10月
2005年（平成17年）

介護保険法施行4月2000年（平成12年）第1期

5月

4月

5月

12月

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律成立2008年（平成20年）

第１号保険料の見直し、介護報酬改定

社会保障審議会に介護保険部会設置

・・・「施行５年後の見直し」について検討開始

2003年（平成15年）

第2期

介護保険法成立1997年（平成9年）

介護保険制度を巡るこれまでの経緯
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費用の９割分
の支払い

第1号被保険者
・６５歳以上の者

第2号被保険者
・４０歳から６４歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・

健康保険組合など

１割負担

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

１９％ ３１％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（平成18－20年度）

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護

・通所介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設

・老人保健施設 等

（２，７２２万人） （４，２７６万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％
人口比に基づき設定

（注）第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告（暫定）（平成１９年１１月分）」による。

第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、１７年度内の月平均値である。

介護保険制度の仕組み
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２０００年度

２００１年度

２００２年度

２００３年度

２００４年度

２００５年度

２００６年度
２００７年度
２００８年度

↓

２,９１１円

（全国平均）

３,２９３円

（全国平均）

４，０９０円

（全国平均）

事業運営期間 給付事業計画 保険料

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第

一

期 第

二

期
第
三
期

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を
策定し、３年ごとに見直しを行う。
○ 保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、３年間
を通じて財政の均衡を保つよう設定される。（３年度を通じた同一の保険料）

↓

介護保険制度は３年が１サイクル
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○ 老人保健福祉圏域の設定○ 日常生活圏域の設定

○ 都道府県介護保険事業支援計画の基本的理念等○ 市町村介護保険事業計画の基本的理念等

○ 介護給付等対象サービスの現状等○ 介護給付等対象サービスの現状等

介護保険事業支援計画（都道府県）介護保険事業計画（市町村）

○ 各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの

量の見込み等

※平成２６年度目標値の設定

要介護２以上の認定者数に対する施設・介護

専用型居住系サービスの利用者割合を３７％以

下とする等

○ 各年度の介護給付等対象サービスの量の見込み

（市町村介護保険事業計画におけるサービス見込

量を積み上げる）

※平成２６年度目標値の設定

介護保険施設のユニット型施設の定員割合を

５０％以上（うち特養については７０％以上）

とする

○ 各年度の地域支援事業に要する費用の額・見込

量等

○ 施設の生活環境の改善に関する事業

○ 介護サービス情報の公表

○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 ○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項

○ 計画の達成状況の点検・評価 ○ 計画の達成状況の点検・評価

○ 各年度の日常生活圏域ごとに必要利用定員総数

の設定

認知症グループホーム、地域密着型特定施設、

地域密着型特別養護老人ホーム

○ 各年度の老人保健福祉圏域ごとに必要入所（利用）
定員総数の設定

特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護専

用型特定施設、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老人ホーム
（介護専用型以外の特定施設（混合型特定施設）についても、必要利
用定員総数の設定は可）

介護保険事業（支援）計画の主な内容（３年に１度作成）
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○市町村は、（中略）老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制
に関する計画を定めるものとする。（老人福祉法第２０条の８）

○都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な
見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
（老人福祉法第２０条の９）

市町村老人福祉計画

○当該市町村の区域において確保すべき老
人福祉事業の量の目標。

○老人福祉事業の量の確保のための方策。

○介護保険における介護給付等対象サービス
の種類ごとの量の見込みを勘案する。

○介護保険事業計画と一体のものとして作成。（法第２０条の８第６項・２０条の９第４項）
→介護保険事業計画と合わせ、3年に1度作成。

都道府県老人福祉計画

○区域ごとの養護老人ホーム及び特別養護
老人ホームの必要定員総数その他老人老
人福祉事業の量の目標。

○老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相
互間の連携のために講じる措置。

○介護保険における介護給付等対象サービス
の種類ごとの量の見込みを勘案する。

○老人福祉事業に従事する者の確保又は資
質の向上のために講ずる措置。

（参考）老人福祉計画
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○夜間対応型訪問介護  
○認知症対応型通所介護  
○小規模多機能型居宅介護  
○認知症対応型共同生活介護  

（グループホーム）  
○地域密着型特定施設  

入居者生活介護  
 ○地域密着型介護老人福祉施設  
      入所者生活介護  

○特定施設入居者生活介護  
○特定福祉用具販売  

○通所介護（デイサービス）  
○通所リハビリテーション

【通所サービス】

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）  
○短期入所療養介護

【短期入所サービス】

◎居宅サービス  

○福祉用具貸与  

◎居宅介護支援   
○介護老人福祉施設  
○介護老人保健施設  
○介護療養型医療施設

◎施設サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）  
○訪問入浴介護  
○訪問看護  
○訪問リハビリテーション  
○居宅療養管理指導

【訪問サービス】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○介護予防訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○介護予防訪問入浴介護  
○介護予防訪問看護  
○介護予防訪問リハビリテーション 
○介護予防居宅療養管理指導  

【訪問サービス】

◎介護予防サービス  

○介護予防通所介護（デイサービス）

○介護予防通所リハビリテーション

【通所サービス】

○介護予防短期入所生活介護  
（ショートステイ）  

○介護予防短期入所療養介護  

【短期入所サービス】

○介護予防特定施設入居者生活介護 
○特定介護予防福祉用具販売 ○介護予防福祉用具貸与  

◎介護予防支援  

◎地域密着型サービス  

 

○介護予防認知症対応型通所介護  
○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）  

◎地域密着型介護予防サービス  

 
市町村が  
指定・監督を行うサービス

都道府県が指定・監督を行うサービス

介
護
給
付
を
行
う 

サ
ー
ビ
ス 

予
防
給
付
を
行
う 

サ
ー
ビ
ス 

介護サービスの種類
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Ｈ１２年４月末 Ｈ２０年１月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ２，７３６万人（２６％増）

要介護認定者数 ２１８万人 ４５０万人（１０６％増）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ｈ１２年４月末 Ｈ２０年１月末

第１号被保険者数

Ｈ１２年４月 Ｈ１９年１１月

利用者数 １４９万人 ３６７万人（１４６％増）

居宅サービス ９７万人 ２６６万人（１７４％増）

地域密着型サービス １９万人（H１８年４月創設）

施設サービス ５２万人 ８２万人（５８％増）

要介護認定者数

Ｈ１９年１１月Ｈ１２年４月

１４９万人

３６７万人（１４６％増）

居宅サービス受給者数

施設サービス
利用者数

２１８万人

４５０万人

（１０６％
増）

２，１６５万人

２，７３６万人

（２６％増）

【第１号被保険者数(65歳以上の被保険者)と要
介護認定者数の推移】

２６６万人

（１７４％増）

９７万人

５２万人

８２万人

（５８％増）

【サービスの受給者数の推移】

１９万人
地域密着型サービ
ス利用者数

介護保険の被保険者・要介護認定者・受給者数
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（１）介護保険３施設

13.2㎡以上１人当たり面積
ユニット型

４人以下４人以下４人以下定員数

３以上

48:1以上
常勤１以上

100:1以上
必要数（非常勤可）医師の配置基準

定員数

１人当たり面積
従来型

原則個室

介護療養型医療施設介護老人保健施設介護老人福祉施設介護保険法上の類型

119,825 (H18.10)309,346 (H18.10)399,352 (H18.10)定員数

2,929 (H18.10)3,391 (H18.10)5,716 (H18.10)施設数

6.4㎡以上8㎡以上10.65㎡以上

居室面積

・定員数

地方公共団体

医療法人

地方公共団体

医療法人

地方公共団体

社会福祉法人
主な設置主体

療養病床等を有する病院又は診療
所であって、当該療養病床等に入
院する要介護者に対し、施設サービ
ス計画に基づいて、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介
護その他の世話及び機能訓練その
他必要な医療を行うことを目的とす
る施設

要介護者に対し、施設サービ
ス計画に基づいて、看護、医
学的管理の下における介護
及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世
話を行うことを目的とする施
設

65歳以上の者であって、身
体上又は精神上著しい障害
があるために常時の介護を
必要とし、かつ、居宅におい
てこれを受けることが困難
なものを入所させ、養護す
ることを目的とする施設

定義

重医療・要介護高齢者の長期療養
施設

要介護高齢者が在宅復帰を
目指すリハビリテーション施
設

要介護高齢者のための生
活施設

基本的性格

介護療養型医療施設老人保健施設特別養護老人ホーム

入所施設・居住施設の概要①
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（２）居住系サービス施設

66,667 (H18.10)

962 (H18.10)

必要数

原則個室

10.65㎡以上

地方公共団体

社会福祉法人

65歳以上の者であって、環
境上の理由及び経済的理由
により居宅において養護を受
けることが困難なものを入居
させ、養護するとともに、その
者が自立した生活を営み、
社会的活動に参加するため
に必要な指導及び訓練その
他の援助を行うことを目的と
する施設

環境的、経済的に困窮した
高齢者の入所施設

養護老人ホーム

原則個室原則個室原則個室定員数

なしなしなし医師の配置基準

１人当たり面積

認知症対応型共同生活
介護

特定施設入居者生活介護介護保険法上の類型

123,485 (H18.10)84,325 (H18.10)155,612 (H19.7)定員数

8,350 (H18.10)2,016 (H18.10)2,846 (H19.7)施設数

7.43㎡以上21.6㎡以上（ユニット型の
場合15.63㎡以上）13㎡以上（介護居室）居室面積

・定員数

限定なし

（営利法人中心）

地方公共団体

社会福祉法人

知事の認可を受けた法人

限定なし

（営利法人中心）
主な設置主体

要介護者であって認知症
であるもの（その者の認知
症の原因となる疾患が急
性の状態にある者を除
く。）について、その共同
生活を営むべき住居にお
いて、入浴、排せつ、食事
等の介護その他の日常生
活上の世話及び機能訓練
を行うもの

無料又は低額な料金で、
老人を入所させ、食事の
提供その他日常生活上必
要な便宜を供与することを
目的とする施設

老人を入居させ、入浴、
排せつ若しくは食事の
介護、食事の提供、洗
濯、掃除等の家事、健
康管理をする事業を行
う施設

定義

認知症高齢者のための共
同生活住居

低所得高齢者のための住
居

高齢者のための住居基本的性格

認知症高齢者グループ
ホーム

軽費老人ホーム有料老人ホーム

入所施設・居住施設の概要②
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○ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る分
地域密着型サービス、介護予防拠点など市町村内の日常生活圏域で利用されるサービス拠点を整備するため
に交付金を交付。

【交付対象】 次に掲げる施設等の面的整備に要する経費

① 面的整備計画の内容

・ 小規模多機能型居宅介護拠点 ・ 小規模の特別養護老人ホーム ・ 小規模の老人保健施設
・ 小規模のケアハウス（特定施設） ・ 認知症高齢者グループホーム ・ 認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・ 夜間対応型訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ ・ 介護予防拠点 ・ 地域包括支援センター
・ 生活支援ハウス

○ 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る分

地域密着型サービス等の導入のため特に必要と認められる場合に、設備やシステムに要する経費を助成するた
めに交付金を交付。

【交付対象】 次に掲げる事業に必要な設備の整備又は事業運営に要する経費

・ 夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業
・ 高齢者と障害者や子供との共生型サービスを行う事業
・ 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業
・ その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業

市町村（特別区を含む。）は、
① 日常生活圏域を単位として、②様々な介護サービスの面的な配置構想を基に、③今後３年以内（単年度でも可）
に実施する基盤整備等事業を明らかにした「面的整備計画」を策定することができる。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金） ４１２億円

地域介護・福祉空間整備推進交付金（ソフト交付金） ３３億円

平成２０年度予算

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の概要
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② 面的整備計画に基づく交付金の交付の流れ

市 町 村

① 日常生活圏域を単位として、次の事業の面的な配置構想を基に「面的整備計画」を策定
（単年度の整備計画の場合には、翌年度も同一圏域で計画策定が可能）

ハード交付金に係る事業

・ 小規模多機能型居宅介護拠点 ・ 小規模の特別養護老人ホーム
・ 小規模の老人保健施設 ・ 小規模のケアハウス（特定施設）
・ 認知症高齢者グループホーム ・ 認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・ 夜間対応型訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ ・ 介護予防拠点
・ 地域包括支援センター ・ 生活支援ハウス

ソフト交付金に係る事業

・ 夜間対応型訪問介護の事業のために必要な事業
・ 高齢者と障害者や子供との共生型サービスを行う事業
・ 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、
地域における包括的なサービスを推進する事業

・ その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことがで
きるよう支援する事業

② 計画を国に提出（都道府県を経由）

③ 次の採択指標をもとに評価を行い、予算の範囲内で評価の高い順に計画を採択。

客観的指標

政策的指標

・・・・高齢者の将来上昇率、圏域における施設整備の状況 等

・・・・地域密着型サービス拠点の整備を中心としているか、既存の社会資源を活用しているか、元気な高齢者
や地域住民が参加する「共生型」のコミュニティづくりを目指したものであるか 等

④ 下記の算定方法により、交付金を交付。

国

・・面的整備計画記載の全事業に係る右表の
事業区分ごとの配分基礎単価の合計額とす
る。
ただし、実際の総事業費の範囲内とし、１億
円を上限とする。

※ 国の財政上の特別措置に関する法律
等の対象となる事業が含まれる場合は、
右表の配分基礎単価に一定率を乗じて
得た額を交付限度額に加算する。

・・面的整備計画記載の全事業に係る右表の
事業区分ごとの配分基礎単価の合計額とす
る。

配分基礎単価

－

小規模多機能型居宅介護 １５，０００千円

小規模の特別養護老人ホーム －

１ユニット ２０，０００千円

２ユニット以上 ４０，０００千円

小規模のケアハウス（特定施設） －

　 １ユニット ２０，０００千円

２ユニット以上 ４０，０００千円

小規模の老人保健施設 ２５，０００千円

認知症高齢者グループホーム １５，０００千円

認知症対応型デイサービス １０，０００千円

夜間対応型訪問介護 ５，０００千円

●　介護予防拠点 ７，５００千円

●　地域包括支援センター １，０００千円

●　生活支援ハウス ３０，０００千円

事業区分

●　地域密着型サービスの拠点

　　　事業

●　高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを

　　　行う事業

●　「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの

　　　推進のための、地域における包括的なサービ

　　　スを推進する事業

●　その他高齢者が居宅において自立した生活を

　　　営むことが出来るよう支援する事業

　　　

３，０００千円

●　夜間対応型訪問介護の事業のために必要な

３，０００千円

事業区分 配分基礎単価

３０，０００千円

３，０００千円

市 町 村
（注）交付に当たって、市区町村の制度的負担は求めない。

ハード交付金に係る事業
ソフト交付金に係る事業
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○○明るく活力ある超高齢社会の構築明るく活力ある超高齢社会の構築 ○制度の持続可能性○制度の持続可能性 ○社会保障の総合化○社会保障の総合化

○新予防給付の
創設

○地域支援事業の
創設

予防重視型
システムへ
の転換

施設給付施設給付
の見直しの見直し

新たな新たな

サービスサービス
体系の確立体系の確立

○居住費用･食費
の見直し

○低所得者に
対する配慮

○地域密着型
サービスの創設

○地域包括支援
センターの創設

○居住系サービス
の充実

サービスのサービスの
質の確保・質の確保・
向上向上

負担の在り方負担の在り方
・制度運営の・制度運営の
見直し見直し

○介護サービス
情報の公表

○ケアマネジメン
トの見直し

○第１号保険料
の見直し

○保険者機能の
強化

・軽度者の大幅な
増加

・軽度者に対する
サービスが状態
の改善につなが
っていない

・在宅と施設の
利用者負担の
公平性

・独居高齢者や
認知症高齢者の
増加

・在宅支援の強化
・医療と介護との
連携

・利用者による

サービスの

選択を通じた

質の向上

・低所得者への
配慮

・市町村の事務
負担の軽減

平成17年介護保険制度改革の基本的な視点と主な内容
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ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
ワークの構築

総合相談・支援事業

ケアマネジャー

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

新
予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

被保険者被保険者

主治医

多職種協働・連携の実現支援

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相談

所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

虐待防止

主治医

ボランティア

民生委員

包括的・継続的ケアマネジメント
支援事業

地域医師会、福祉関
係団体、介護支援専
門員等の職能団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サービ
スの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

主任ケア
マネジャー等

地域包括支援センター
運営協議会

介護予防ケアマネジメント事業

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化 ・人材確保支援

保健師等

社会福祉士等

介護相談員

チームアプローチ

虐待防止・早期発見、権利擁護

居宅介護支援
事業所

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実施、
センターの中立性・公正性の確
保の観点から、地域の実情を
踏まえ、選定。

地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ
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３：地域の実情に応じた地域の実情に応じた
指定基準、介護報酬指定基準、介護報酬
の設定の設定

２：地域単位で適正な地域単位で適正な
サービス基盤整備サービス基盤整備

市町村（それをさらに細かく
分けた圏域）単位で必要整
備量を定めることで、地域の
ニーズに応じたバランスの
取れた整備を促進

４：公平・公正透明な仕組み公平・公正透明な仕組み
指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、

地域住民、高齢者、経営者、保健・医療・福

祉関係者等が関与

１： AA市の住民のみが市の住民のみが
利用可能利用可能

○指定権限を市町村に移譲

○その市町村の住民のみが
サービス利用可能（Ａ市の
同意を得た上で他の市町
村が指定すれば、他の市
町村の住民が利用すること
も可能

利用

地域密着型サービス事業所

指定、

指導・監督

要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される

ことが適当なサービス類型（＝地域密着型サービス）を創設。

保険給付

A 市

地域密着型サービスの創設
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基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。

基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。

利用者の自宅

様態や希望により、「訪問」

地域の関係者が運営状況
を協議、評価する場を設

ける

管理者等の研修
外部評価・情報開示

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の確保

小規模多機能型居宅介護事業所 併設事業所で

「居住」

在宅生活の支援

「訪問」

「居住」

○グループホーム

○小規模な介護専用型の特

定施設

○小規模介護老人福祉施設

（サテライト特養等）

○有床診療所による介護療

養型医療施設 等

○人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望
により、
「泊まり」

＋ （併設）

○１事業所の登録定員は２５名
以下

○「通い」の利用定員は登録定
員の２分の１～１５名の範囲内

○「泊まり」の利用定員は通いの
利用定員の３分の１～９名の
範囲内とし、「通い」の利用者
に限定

○小規模多機能型居宅介

護と連続的、一体的な

サービス提供

○職員の兼務を可能に。

「通い」を中心
とした利用

○通いの利用者１人
当たり３㎡以上

○泊まりは４．５畳程
度でプライバシーが
確保できるしつらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人

＋訪問対応１人
夜間：泊まりと訪問対

応で２人（１人
は宿直可）

○介護支援専門員１人

○要介護度別の月単位の定額報酬

《利用者》 《設備》《人員配置》

○どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサービスが受けられる。

「運営推進会議」の設置

小規模多機能型居宅介護の概要
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基本的な考え方：在宅にいる場合も、夜間を含め２４時間安心して生活できる体制の整備が必要

→ 定期巡回と通報による随時対応を合わせた「夜間対応型訪問介護」を創設

基本的な考え方：在宅にいる場合も、夜間を含め２４時間安心して生活できる体制の整備が必要

→ 定期巡回と通報による随時対応を合わせた「夜間対応型訪問介護」を創設

基本的には、利用対象者３００人程度を想定

人口規模にすれば２０万程度

まずは都市部でのサービス実施を想定

常駐オペレータ

定期巡回

定期巡回を利用する
人もいる

随時対応

利用者からの通報によ
り随時訪問を行う

定期巡回

通報

利用者はケアコール
端末を持つ

夜間対応型訪問介護のイメージ
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高齢期の住み替えニーズの拡大

（背景）・高齢者の一人暮らし又は夫婦のみの世帯の増加
から日常生活面での困難や不安

・家屋の構造が要介護者の生活に適さない

・高齢者のライフスタイルの多様化

高齢者が安心して住める
「住まい」への住み替え
（自宅、施設以外の新しい「住まい」）

（要件） ・バリアフリー、住まいにふさわしい居住水準・住み

続けの保障

・安心のための生活支援サービス

・「早めの住み替え」、「要介護状態になってからの
住み替え」各々の形態に対応した多様な介護サー
ビス提供

居住系サービスの拡充
①特定施設の対象の拡大

※現行は有料老人ホームとケアハ
ウスのみ

→「高齢者専用賃貸住宅」のうち次
の要件を満たすものも対象とす
る
・原則、２５㎡以上

・原則、各住戸に台所、便所、収納設備、
洗面設備、浴室を設けていること

・前払い家賃があるときは保全措置を講じ
ていること

・介護サービス等を提供していること

②サービス提供形態の多様化

※現行は特定施設の職員により介
護サービスを提供

→外部の介護サービス事業者との
提携によるサービス提供も可能
とする（外部サービス利用型特
定施設の基準・報酬の創設）

居住系サービスの拡充
①特定施設の対象の拡大

※現行は有料老人ホームとケアハ
ウスのみ

→「高齢者専用賃貸住宅」のうち次
の要件を満たすものも対象とす
る
・原則、２５㎡以上

・原則、各住戸に台所、便所、収納設備、
洗面設備、浴室を設けていること

・前払い家賃があるときは保全措置を講じ
ていること

・介護サービス等を提供していること

②サービス提供形態の多様化

※現行は特定施設の職員により介
護サービスを提供

→外部の介護サービス事業者との
提携によるサービス提供も可能
とする（外部サービス利用型特
定施設の基準・報酬の創設）

特定施設入居者生活介護の拡充
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